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基準年水質 水質目標値 現状水質 基準年水質 水質目標値 現状水質 基準年水質 水質目標値 現状水質

注1 注2 注1 注2 注1 注2

（基準年度） （目標年度） （平成27年度） （基準年度） （目標年度） （平成27年度） （基準年度） （目標年度） （平成27年度）

茨城県 霞ヶ浦（西浦） 8.6 7.7 8.6 1.1 1.1 1.2 0.090 0.080 0.10

栃木県 北浦 10 8.4 10 1.2 1.1 1.3 0.11 0.099 0.12

千葉県 常陸利根川 9.0 8.1 9.0 0.89 0.89 0.90 0.090 0.080 0.095

（平成27年度） （平成32年度） （平成27年度） （平成32年度） （平成27年度） （平成32年度）

印旛沼
（昭和60年）

千葉県
平成28～
32年度
〈第7期〉

印旛沼
3

(A)
14

（平成27年度）
13

（平成32年度）

14
（平成27年

度）

0.4
(Ⅲ)

2.4
（平成27年度）

2.3
（平成32年度）

2.4
（平成27年

度）

0.03
(Ⅲ)

0.13
（平成27年度）

0.12
（平成32年度）

0.13
（平成27年

度）

下水道（処理人口13千人) (普及率 81→82%) 、農業集落排水施設(処理人口
0.1千人）、高度処理型合併処理浄化槽(補助対象基数1,276基）、水生植物に
よる水質浄化、植生帯の整備、沼清掃、多自然川づくり、河川清掃等

鹿島川流域
他の河川流域より、さらに流出水汚濁負
荷量の削減を図る

雨水浸透施設の設置促進、透水性舗装の整備、貯留浸透施
設の設置促進、路面や側溝の清掃、調整池の清掃、適正肥
料の推進、環境にやさしい農業の推進など

手賀沼
（昭和60年）

千葉県
〃

〈第7期〉
手賀沼

5
(B)

9.3
（平成27年度）

9.0
（平成32年度）

9.3
（平成27年

度）

1
(Ⅴ)

2.1
（平成27年度）

2.0
（平成32年度）

2.1
（平成27年

度）

0.1
(Ⅴ)

0.13
（平成27年度）

0.12
（平成32年度）

0.13
（平成27年

度）

下水道(処理人口13千人)（普及率91→93％）、高度処理型合併処理浄化槽
（補助対象基数499基）、浄化用水の導入、水生植物による水質浄化、アオコ
の回収、河川浄化施設等、多自然川づくり、水路のしゅんせつ等

大津川流域
他の河川流域より、さらに流出水汚濁負
荷量の削減を図る

雨水浸透施設の設置促進、透水性舗装の整備、貯留浸透施
設の設置促進、路面や側溝の清掃、調整池の清掃、適正肥
料の推進、環境にやさしい農業の推進など

琵琶湖（北湖） 2.8 2.8 2.8 0.25 0.24 0.25 ― 現状水質維持 0.008

琵琶湖（南湖） 4.6 4.6 4.6 0.24 0.24 0.24 0.012 0.012 0.012

（平成27年度） （平成32年度） （平成27年度） （平成32年度） （平成27年度） （平成32年度）

児島湖
（昭和60年）

岡山県
〃

〈第7期〉
児島湖

5
(B)

7.2
（平成27年度）

6.8
（平成32年度）

7.2
1

(Ⅴ)
1.1

（平成27年度）
1.0

（平成32年度）
1.1

0.1
(Ⅴ)

0.17
（平成27年度）

0.15
（平成32年度）

0.17
下水道(処理人口22千人) （普及率72→75％）、合併処理浄化槽(5,360基)、し
尿処理施設、ヨシ原の適正な管理、農業用水の再利用、流入河川等のしゅん
せつ、多自然川づくり等の推進、水生植物の適正な管理、環境用水の導水

岡山市南区北七区

児島湖周辺干拓地の代表的な農業地帯
である岡山市南区北七区を指定し、各種
対策を重点的に実施することにより汚濁
負荷量の低減に努める

環境保全型の農業の普及・定着（土づくりに関する技術、化
学肥料低減技術、水管理技術）、アダプト推進事業等による
環境美化活動の推進、道路・側溝等の清掃

諏訪湖
（昭和61年）

長野県
平成24～
28年度
〈第6期〉

諏訪湖
3

(A)
4.9

（平成23年度）
4.8

（平成28年度）
6.4

0.6
(Ⅳ)

0.86
（平成23年度）

0.65
（平成28年度）

0.88
0.05
(Ⅳ)

0.058
（平成23年度）
※平均値は

0.043

現状水準の
維持・向上

（平成28年度）
0.052

下水道接続率の向上、白樺湖特定環境保全公共下水道を諏訪湖流域下水道
に接続、合併処理浄化槽(659基)、焼却施設、最終処分場、水草の除去、植生
水路による栄養塩の除去、湖畔の整備、多自然川づくりの推進、水生植物の
適切な管理

上川・宮川流域
全体の流出水負荷の7割から8割を占め
る上川・宮川流域を地区指定し、対策を
重点的に実施する

道路・側溝清掃、公共駐車場・歩道等の透水性舗装や雨水
浸透ますの設置、エコファーマー認定の推進等の農地対策、
保健休養地等からの土砂流出防止、ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる河
川浄化

釜房ダム
貯水池
（昭和62年）

宮城県
平成24～
33年度
〈第6期〉

釜房ダム
貯水池

1
(AA)

2.5
（平成23年度）

2.46
（平成33年度）

2.7 ―
0.52

（平成23年度）
0.48

（平成33年度）
0.57

0.01
(Ⅱ)

0.015
（平成23年度）

0.016
（平成33年度）

0.022
下水道接続率の向上の推進、合併処理浄化槽の設置推進、貯水池内のばっ
気循環、貯砂ダムの適切な管理、魚類養殖施設の排出量実態調査等、森林
の適正管理、造林保育治山施設の整備

前川上流域
流域全体に占める負荷の割合が大きい
前川上流域（立野川合流点より上流）を
指定し、対策を重点的に実施する

側条施肥機導入補助、環境に配慮した農業技術等の普及、
適切な用排水管理、家畜排せつ物の適正管理・肥培管理の
普及、地区清掃活動

宍道湖
（平成元年）

島根県
〃

〈第6期〉
宍道湖

3
(A)

5.7
（平成25年度）

4.6
（平成30年度）

4.7
0.4
(Ⅲ)

0.60
（平成25年度）

0.49
（平成30年度）

0.45
0.03
(Ⅲ)

0.063
（平成25年度）

0.039
（平成30年度）

0.038

下水道（普及率68→70%)、農業集落排水施設（普及率18%)、合併処理浄化槽
（普及率8→9%)、浅場の造成による自然浄化機能の回復、浮遊ごみの回収、
工場・事業場排水対策、流出水対策、調査研究の推進と対策の検討、ラム
サール条約湿地の保全と賢明な利用の促進、住民の理解と協力及び参加に
よる保全活動の推進

忌部川・山居川流
域

忌部川・山居川流域を指定し、各種対策
を重点的に実施し、流出水の汚濁負荷
の削減に努める

「島根県『環境農業』推進基本方針」に基づく環境にやさしい
農業の推進、降雨流出汚濁負荷対策の推進、浮遊ごみ及び
枯れた植物の水域への流入抑制

野尻湖
（平成６年）

長野県
平成26～
30年度
〈第5期〉

野尻湖
1

(AA)
2.4

（平成25年度）
2.0

（平成30年度）
2.2 ― ― ― ―

0.005
(Ⅰ)

0.005
（平成25年度）

0.005
(現状水準の
維持・向上)

（平成30年度）

0.006
下水道接続率の向上、浄化槽整備、水生植物を利用した水質浄化、流入水路
等の浄化対策

野尻地区及び菅
川・市川流域

市街地及び農地からの汚濁負荷量が比
較的多い地区を指定し、各種対策を重
点的に実施する

道路・側溝清掃、緑化の促進、環境にやさしい農業の推進、
森林整備、湖岸・流入河川清掃

調整池 9.2 7.3 7.5 1.4 0.77 0.78 0.11 0.083 0.065

東部承水路 12 7.8 8.3 1.5 0.77 1.0 0.12 0.080 0.077

西部承水路 9.2 9.3 11 1.5 1.2 1.2 0.069 0.069 0.083

（平成24年度） （平成30年度） （平成24年度） （平成30年度） （平成24年度） （平成30年度）

注１ ：「基準年水質」とは、水質目標値と比較するための基準年度（計画初年度の前年度）の水質 （出典：指定湖沼に係る「湖沼水質保全計画」）
　 ２ ：「現状水質」は、環境基準点が複数ある場合には、その最大値
　 ３：（）内の数字は計画期間での事業量を示す。

大潟村全域
水田からの汚濁負荷の割合が高い大潟
村を地区に指定し、環境保全型農業など
負荷削減対策に重点的に取り組む

濁水の流出防止、施肥の効率化、ｴｺﾌｧｰﾏｰの認定、土壌診
断の実施、方上地区自然浄化施設等の活用、住民主体の水
質保全活動の推進

米子湾流域

米子湾流域を指定し、鳥取・島根両県で
各種対策を重点的に実施することによ
り、流出水の汚濁負荷を低減し、米子湾
の水質改善に努める

鳥取県：環境保全型農業の推進、降雨流出汚濁負荷対策の
推進、流入河川でのしゅんせつの実施、浮遊ごみ及び枯れた
植物の水域への流入抑制
島根県：「島根県『環境農業』推進基本方針」に基づく環境に
やさしい農業の推進、降雨流出汚濁負荷対策の推進、浮遊
ごみ及び枯れた植物の水域への流入抑制

八郎湖
（平成19年）

秋田県
平成25～
30年度
<第2期>

0.05
(Ⅳ)

0.6
(Ⅳ)

3
(A)

下水道(処理人口58千人）(普及率 80→84%)、農業集落排水施設(処理人口3
千人)(接続率 59→74%)、合併処理浄化槽(高度処理人口1千人→2千人)、濁
水の流出防止（無代かき栽培300ha→2,200ha）、施肥の効率化、ｴｺﾌｧｰﾏｰの
認定、方上地区自然浄化施設等の活用、西部承水路の流動化促進、シジミ等
による水質浄化、湖岸の自然浄化機能の回復、未利用魚等の捕獲による窒
素、りんの回収、調査研究等の推進、アオコ対策

0.50
0.03
(Ⅲ)

0.070
（平成25年度）

0.046
（平成30年度）

0.048

下水道（鳥取 普及率 70→76%)(島根 普及率 58→59%)、農業集落排水施設
（鳥取 普及率 4%）(島根 普及率 21%）、合併処理浄化槽(鳥取 普及率 7%) (島
根 普及率 8→10%)、沿岸域での覆砂、浅場、藻場の造成による自然の自浄機
能の回復、浮遊ごみの回収、工場・事業場排水対策、流出水対策、調査研究
の推進と対策の検討、ラムサール条約湿地の保全と賢明な利用の促進、住民
の理解と協力及び参加による保全活動の推進

5.6
（平成25年度）

5.1
（平成30年度）

5.2
0.4
(Ⅲ)

0.64
（平成25年度）

0.46
（平成30年度）

0.01
（Ⅱ）

汚水処理施設の普及率（98.5%→99.3%）[内訳：下水道88.8%→92.2%、農業集落
排水施設等6.8%→5.0%、合併処理浄化槽（2.8%→2.1%）]、一般廃棄物処理施
設の整備[ごみ処理施設14施設 1,569t/日→14施設 1,475t/日、粗大ごみ処
理施設13施設 371t/日→14施設 319.67t/日、資源化施設14施設 152.2t/日
→15施設 151.67t/日、最終処分場16施設 164万４千m3→14施設 123万６千
m3]、水草の除去、湖底の環境改善、内湖の浚渫や覆土、河口部の浄化施設
の整備、ヨシ群落の保全・再生、調査研究の推進等

赤野井湾流域

赤野井湾流域ではホタルが舞い、湾内
ではシジミが棲めるような水環境に維
持・改善され、流域に暮らすすべての
人々が誇りをもてる地域になっている。

環境こだわり農業等による農業排水の負荷削減、県道・市道
の透水性舗装の整備等による市街地排水対策、内湖を活用
した浄化施設の維持・運用、環境配慮型の堤脚水路の維持
管理、水生植物の刈取り、外来魚の駆除、外来植物の防除、
環境モニタリングの実施等

中海
（平成元年）

鳥取県
島根県

平成26～
30年度
〈第6期〉

中海
3

(A)

様々な主体の連携による取組の結果，
水質改善の効果が現れてきていることか
ら，流出水対策地区におけるモデル的な
取組として，他の河川流域への普及を図
るとともに，流域から排出される汚濁負
荷量の更なる削減を目指す

化学肥料及び化学合成農薬を5割以上削減した環境にやさし
い営農活動実施面積
環境保全型農業直接支払事業取組面積
土壌診断
水田における水管理の改善
適正施肥講習会
周辺道路，公園等の清掃

鉾田川流域

汚濁要因の調査を継続するとともに，下
記の対策を重点的に実施することなどに
より，流域からの汚濁負荷量の削減を目
指す

化学肥料及び化学合成農薬を5割以上削減した環境にやさし
い営農活動
環境保全型農業直接支払事業
土壌診断
堆肥の適正利用
周辺道路等の清掃

琵琶湖
（昭和60年）

滋賀県
京都府

〃
〈第７期〉

1
(AA)

0.2
(Ⅱ)

流出水対策地区名 流出水対策の実施の推進(に関する )方針 具体的方策

霞ヶ浦
（昭和60年）

平成28～
32年度
〈第7期〉

3
(A)

0.4
(Ⅲ)

0.03
(Ⅲ)

生活排水処理率（75.3→82.1(%)）、堆肥の農外利用等(3,137→3,970(t/年)) 、
環境保全型農業直接支払事業(345→817(ha))、未利用魚等回収（191.5→
320(t/年))、水生植物帯の造成(71,503→85,179(m2))、浄化用水の導入、森林
整備(1,816→2,231(ha))

山王川流域

環
境
基
準

（類型）

湖沼水質保全計画
環
境
基
準

（類型）

湖沼水質保全計画
環
境
基
準

（類型）

湖沼水質保全計画

指定湖沼における「湖沼水質保全計画」の概要

湖沼名
（指定年）

関　係
府　県

湖沼水質
保全計画
計画期間

水域名

ＣＯＤ（75％値）［単位：㎎/ｌ］ 　　全窒素（年平均値）［単位：㎎/ｌ］ 　　全燐（年平均値）［単位：㎎/ｌ］

湖沼水質保全計画
に係る主な施策の概要  注3

流出水対策推進計画の概要

 


